
　

人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
他
の
地
域
か

ら
本
来
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
地
域
に

入
っ
て
き
た
生
物
の
こ
と
で
す
。「
滋

賀
県
外
来
種
リ
ス
ト
2
0
1
9
」
で

は
、
ア
メ
リ
カ
ザ
リ
ガ
ニ
や
ブ
ラ
ッ
ク

バ
ス
な
ど
8
0
8
種
類
が
外
来
種
と

し
て
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
、
地
域
の
自
然
環
境
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
生
物
多
様
性
を
脅
か
す
恐
れ

の
あ
る
も
の
を
「
侵
略
的
外
来
種
」
と

い
い
ま
す
。

①
捕
食
：
在
来
種
を
食
べ
る

②�

競
合
：
在
来
種
の
生
息
・
生
育
環
境

を
奪
っ
て
し
ま
う

③�
遺
伝
的
か
く
乱
：
近
縁
の
在
来
種
と

交
雑
し
て
雑
種
を
つ
く
る

④�

攻
撃
性
：
人
を
噛
ん
だ
り
刺
し
た
り

す
る

⑤�

伝
染
病
の
伝で

ん

播ぱ

：
病
原
性
の
生
物
・

ウ
イ
ル
ス
を
持
ち
込
む

⑥�

環
境
の
改
変
：
大
規
模
に
生
息
・
生

育
す
る
こ
と
で
そ
の
場
所
の
環
境
を

変
え
て
し
ま
う

①�

入
れ
な
い
：
外
来
種
を
本
来
分
布
し

て
い
な
い
地
域
に
入
れ
な
い

②�

捨
て
な
い
：
飼
養
・
栽
培
し
て
い
る

外
来
種
を
野
外
に
捨
て
な
い
（
逃
が

さ
な
い
・
放
さ
な

い
・
逸い

っ

出し
ゅ
つ

さ
せ
な

い
を
含
む
）

③�

拡
げ
な
い
：
既
に

野
外
に
い
る
外
来

種
を
さ
ら
に
他
の

地
域
に
拡
げ
な
い

外
来
種
（
外
来
生
物
）
と
は

◆
問
い
合
わ
せ
先　
日
野
町
エ
コ
ラ
イ
フ
推
進
協
議
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
住
民
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生
活
環
境
交
通
担
当  
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−
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外
来
種
に
よ
る

外
来
種
に
よ
る

　
　
被
害
を
防
ご
う

　
　
被
害
を
防
ご
う

SDGsにつながる
取り組みを紹介

外
来
種
（
外
来
生
物
）
が

　
　
及
ぼ
す
悪
影
響
に
つ
い
て

外
来
種
（
外
来
生
物
）
に
よ
る

被
害
を
防
止
す
る
た
め
に

株
式
会
社
オ
カ
イ
チ
・
Ｗワ

ー

ク

ス

ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
Ｏオ

カ
ｋ
ａ
と

災
害
時
応
援
協
定
を
締
結
し
ま
し
た

伊い

藤と
う

み
き
さ
ん
が

Mエ
ム

Lエル
Gジ

ー

ｓズ

広
報
大
使
に
就
任
さ
れ
ま
し
た

　

1
月
18
日（
火
）、
株
式
会
社
オ
カ
イ
チ（
岡お

か

安や
す

扶お

代
表
取
締
役
社
長
）
お
よ
び
そ
の
協
力
会
社
Ｗ
ｏ
ｒ

ｋ
ｓ
Ｏ
ｋ
ａ
（
岡お

か

岳た
け

志し

代
表
）と
「
災
害
時
等
に
お
け

る
無
人
航
空
機
の
運
用
に
関
す
る
協
定
」
を
結
び
ま

し
た
。

　

協
定
の
締
結
に
よ
り
、
災
害
時
等
に
日
野
町
か
ら

の
要
請
に
基
づ
き
ド
ロ
ー
ン
で
の
空
撮
に
よ
っ
て
情

報
収
集
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

速
や
か
な
情
報
収
集
に
よ
っ
て
、
よ
り
早
期
の
復
旧

活
動
等
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

2
月
1
日（
火
）、
琵
琶
湖
版
の
S
D
G
s
と
し
て
目
標
設
定
さ
れ
た
、
マ
ザ
ー
レ
イ
ク

ゴ
ー
ル
ズ（
M
L
G
s
）の
広
報
大
使
委
嘱
式
が
滋
賀
県
庁
で
行
わ
れ
、
日
野
町
出
身
で
元

フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー
女
子
モ
ー
グ
ル
日
本
代
表

選
手
の
伊
藤
み
き
さ
ん
が
、
琵
琶
湖
環
境
部
長
か
ら

委
嘱
状
を
受
け
取
ら
れ
ま
し
た
。

　

伊
藤
さ
ん
は
「
琵
琶
湖
の
た
め
や
県
民
の
健
康
に

つ
な
が
る
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
」
と
抱
負

を
話
さ
れ
、
今
後
は
広
報
大
使
第
1

号
と
し
て
、
広
報
活
動
に
携
わ
り
、
事

業
に
協
力
さ
れ
ま
す
。
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◆
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先  

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
課  
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日
野
町
奨
学
金
制
度
は
、
教
育
の
機
会
均

等
を
図
る
た
め
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
高
等

学
校
や
大
学
等
へ
の
修
学
が
困
難
な
方
に
、

無
利
子
で
奨
学
金
を
貸
与
す
る
制
度
で
す
。

【
対
象
と
な
る
修
学
学
校
】

①�

高
等
学
校
等
…
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学

校（
後
期
課
程
）、
特
別
支
援
学
校（
高
等

部
）、
高
等
専
門
学
校（
高
等
課
程
）、
専

修
学
校（
高
等
課
程
）

②��

大
学
等
…
大
学
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門

学
校（
高
等
課
程
除
く
）、
専
修
学
校（
高

等
課
程
除
く
）

【
対
象
者
】

　
日
野
町
に
居
住
す
る
方
ま
た
は
居
住
す
る
方
の

家
族
で
、
高
等
学
校
等
お
よ
び
大
学
等
に
お
け
る

修
学
の
見
込
み
が
確
実
で
、
学
資
の
乏
し
い
方
。

【
貸
与
額
】

①��

高
等
学
校
等�

…�

月
額
1
万
円
以
内

②
大
学
等�

…
…
…�

月
額
2
万
円
以
内

【
受
付
期
間
】

令
和
4
年
4
月
1
日（
金
）～
4
月
28
日（
木
）

※��

詳
し
く
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
の

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

ご
利
用
く
だ
さ
い
「
日
野
町
奨
学
金
制
度
」

町ホームページ

令和4年4月1日から 成年年齢は18歳になります
　民法の改正により、令和4年4月1日からこれまで20歳だった成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、
戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。

【主な変更点】
届の種類／変更点 変更前 変更後

婚姻届
　婚姻開始年齢

男性　18歳（親の同意が必要）
女性　16歳（親の同意が必要）

男女ともに18歳※

　（親の同意は不要）
離婚届
　親権者の指定 20歳未満の子 18歳未満の子

分籍届
　届出できる年齢

戸籍の筆頭者および配偶者以外の
20歳以上の者

戸籍の筆頭者および配偶者以外の
18歳以上の者

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届
　証人になれる年齢 日本に住所がある20歳以上の者 日本に住所がある18歳以上の者

※ただし、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は、これまでと同様に16歳以上で結婚できます。
現在20歳未満の方が成人になる日は次の通りです。

生年月日 成人になる日
平成14年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日
平成14年4月2日～平成16年4月1日生まれ 令和4年4月1日
平成16年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日

その他の成年年齢引き下げによる変更などは、法務省のホームページなどでご確認ください。

◆問い合わせ先　住民課　住民担当　☎0748-52-6571

白は
く

銅ど
う

株
式
会
社
か
ら
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

　
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
は
、
企
業
が
寄
付
に
よ
り
社
会
へ
の
貢
献

や
ま
ち
づ
く
り
へ
の
応
援
を
し
て
く
だ
さ
る
制
度
で
す
。

　

12
月
15
日（
水
）、
白
銅
株
式
会
社（
角つ

の

田だ

浩こ
う

司じ

代
表
取
締
役
）か

ら
80
万
円
の
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
社
は
、
東
京
都
千
代
田

区
に
本
社
を
構
え
、
日
野
第
2
工
業
団
地
に
あ
る
滋
賀
工
場
で
は
、

品
質
に
こ
だ
わ
っ
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
の
加
工
・
販
売
を
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

今
回
い
た
だ
い
た
寄
付
は
、
日
野
町
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
、

大
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　
企
画
振
興
課　
企
画
人
権
担
当　
☎
0
7
4
8

−
5
2

−

6
5
5
2

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
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